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１）スポーツ学部

　近年，グローバル化や情報化の急速な進展により，我が国の教育システムや教育課題は大きく

変化している．また教育関係法規の改正などを契機として様々な改革が求められている．とりわ

け高等学校は，少子化の影響を受け厳しい学校間競争に晒されている．そのため，多くの高等学

校は特色づくりを目的とした学校改革に取り組んでいる．

　その方法は大きく分けて２つある．１つ目は正規の教育課程を改革する方法である．２つ目は

教育課程以外を改革する方法である．そのどちらの方法についても，教師の資質・能力の向上が

最も大きな要因である．しかしながら，そのための教員研修制度は，現場教員のニーズに合って

いるとは言い難い現状がある．そこで，本論では筆者自らが取り組んできた高等学校における

「教師塾」を事例として，教師力向上に関する校内研修システムについて提案する．
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１．はじめに

　近年，グローバル化や情報化といった社会

の急速な進展により，我が国の教育システム

や教育課題は大きく変化している．国レベル

の対策としては，「教育基本法」が2006年に，

「学校教育法」が2007年に，それぞれ約60年ぶ

りに改正され，学校教育そのものの質的変換

がなされている．とりわけ，高等学校（以

下，高校）においては，中学校からの進学率

が97％を超え，準義務教育化の様相を呈して

おり多種多様な生徒が入学している．さらに

少子化の影響を受け，厳しい学校間競争にも

晒されている．このような背景から多くの高

校では，各校の特色づくりを目的とした学校

改革に取り組んでいる．

　その方法は，大きく分けて次の２つであ

る．１つ目は，「顕在的なカリキュラム」改革

である．これは，難関大学受験に特化した特

別進学コースや資格取得などの専門教育コー

スの充実などの正規の教育課程改革である．

ここでは，主に教師の教科指導力が必要とな

る．２つ目は，「潜在的なカリキュラム」改革

である．学校のイメージ向上，校舎改築，制

服，行事や部活動など，正規の教育課程以外

の充実である．この中でも部活動は，教育課

程外ではあるが多くの生徒が自主的に加入

し，学校文化として定着している．そして，

ここでは主として顧問教師の部活指導力が必

要となる．このように，現在の高校教師は授

業などの教科指導以外に，生徒指導や進路指

導，さらには部活指導や地域との連携，保護

者への対応など多種多様な日常業務に取り組

んでいるのである．

　しかしながら，教師自らの資質・能力を向

上させるための研修制度は，採用１年目の

「初任者研修」，その後の「採用10年目研修」

が教育公務員特例法により「法定研修」とし

て義務付けられているが，その他の教員研修

制度は、現場の教員にとって充分なものであ

るとは言い難い現状もある．

　そこで，本研究では筆者らが取り組んでき

た京都市立塔南高校「教師塾」を事例とし

て，教師力向上に関する校内研修システムに

ついて提案することとする．

２．教師力向上について

　まず，議論に先立ち本論に関連する用語を

整理し，先行研究について解説する．「教師

力」については，現在，明確な定義はなされ

ていないが，（文部科学省，2014）では「実践

的指導力を身に付けた教員や，教職員を指揮

監督して学校を適切にマネジメントし，責任

を全うできる管理職の確保・育成に向けた総

合的な教師力向上の取り組みを推進する」と

している．つまり，「教師力」とは，授業など

の教科指導力に優れているだけでなく，生徒

指導や進路指導，部活指導などの総合的な指

導力のことである．

　これら教師の力量については，野津・後藤

（2009）によると，指導技術的な側面は「専門

的力量」，人間の資質的な側面は「人間的力

量」としている．

図1　�教師の力量の概念図�
野津・後藤（2009）をもとに筆者作成

　そして，これらは表裏の関係にあると言

う．また，「人間的力量」と「専門的力量」を

習得するためには教育現場における「経験」

が最も深く関係しているとも述べている．

（図１を参照）

　また，中央教育審議会では，長年にわた

り，教師力の向上について議論されている．

平成26年11月６日の中央教育審議会初等中等
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教育分科会教員養成部会では「これからの学

校教育を担う教員の在り方」として，「社会が

急激に変化する中，我が国の教育も，知識基

盤社会，国際化，人口減少社会といった時代

の変化に即した対応が求められており，教育

を支える教員についても新たな時代にふさわ

しい資質能力を備える必要がある」と指摘す

る．そして，その方策としては「教員の養

成・採用・研修に一貫性を持たせつつ，改革

を進める必要がある」としている．

　以上のことから，現代の教師は，社会の複

雑な情勢を理解し，校内での同僚性を高め，

学校経営全般に参画できることが求められて

いる．そのためには，多くの経験を通じて

「教師力」を高めていく必要があると言える

のである．

３．教師の業務

　ここでは，教師の業務に焦点を当て，具体

的 な 業 務 内 容 に つ い て 説 明 す る． 辻 野

（2012）では，図１「教職専門性の階層」を用

いて教師の業務を，授業などの「中核」業務，

生徒指導や進路指導などの「内縁」業務，部

活指導などの「外縁」業務に分類している．

　まず，授業などの「中核」業務については，

文部科学省（2006）の調査によれば高校教師

の週平均持ち時間数（１コマ50分）は，14.4

コマと報告されている．そして，これ以外

に，教材研究，定期考査の作成・採点・評価，

大学受験対策などの業務が付随する．

　次には，「内縁」業務とされる担任や校務分

掌を通じての生徒指導がある．これは単に基

本的な生活習慣を指導する生活指導だけでな

く，進学や就職に関する進路指導や学校行事

など特別活動の指導も含んでいる．

　最後としては，「外縁」業務の部活動指導が

ある．部活動は，教育課程外の活動ではある

が，学校教育の中で重要な活動と認知されて

いる．黒澤・横山（2015）では「部活動指導

で身に付けた組織マネジメント能力や生徒と

のコミュニケーションスキルを教科指導や学

級経営，生徒指導に活用することによって，

教師力そのものを向上させることにつなが

る」と部活動指導の効果を述べている．

　しかし，部活動指導に関しては，明確な指

導内容が学習指導要領に示されておらず，教

員研修などで取り扱われることが少ないとい

う課題も存在している．

４．教員研修制度

　ここでは，教員研修制度に焦点を当て，検

討する．法定研修については，採用１年目に

「初任者研修」が義務付けられている．研修

内容や方法，時間数などは都道府県によって

若干の違いはあるが，概ね年間300時間程度

の校内研修と年間25日（長期休業中研修含

む）の校外研修が実施されている．その内容

は，校内研修では校長や担当教員の指導によ

る教育法規や服務規程などの基本的事項，授

業研究・生徒指導，学級経営といった実践的

な研修である．校外研修では，都道府県の総

合教育センターなどを活用して，大学の研究

者や教育実践者からの講義の受講や学校見学

会などである．

　その後は，「採用10年目」の法定研修があ

る．これも，都道府県によって若干の違いは

あるが，校内研修20日，校外研修20日が設定

されており，教育法規や服務に関する「共通

研修」や「生徒指導研修」，「教科指導研修」
図2　�教職専門性の諸層�

出典　辻野（2012:�p236）
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を内容として，学校におけるミドルリーダー

としての資質向上がその目的とされている．

　この他には，都道府県教育委員会が主催す

る研修会がある．研修内容については，出席

が義務付けられている「指名研修」，研修対象

者が限定されている「職務別研修」，多くの教

職員が参加可能な「課題別研修」に分かれて

実施されている．

　ここまでに，研修制度について検討してき

たが，教師の業務との関係について以下課題

について指摘する．

　１つ目は，研修の対象者についてである．

「法定研修」の対象者は，原則として各都道府

県で正式に採用された教諭を対象としてい

る．そのために，現行の学校現場で重要な役

割を果たしている「常勤講師」や「非常勤講

師」は，研修の対象外とされている．そのた

めに，講師として経験年数を重ねていても，

充分な研修を受講することができていない現

状がある．

　都道府県によっては，常勤・非常勤講師が

参加可能な課題別研修を実施している事例も

あるが，講座数も限定されており，時間的な

制約や出張旅費の関係で実際に受講すること

が難しい場合もある．

　２つ目は，研修方法についてである．法定

研修については，原則として勤務時間内に設

定されているため，参加する際には他の教諭

に授業の振替や，代行を依頼する．しかし，

任意の研修については，勤務時間外や夏季・

冬季の長期休業中に実施されることが多い．

その多くは教育委員会の研修センターでの開

催となり，多忙な業務を終えてからの参加と

なり，移動時間などの制約があり，参加する

ことが難しい．また，校内研修の開催につい

ても，日常業務の多忙化により年々，その開

催が減ってきている．勤務時間内に研修を開

催することが非常に難しい状況にある．

　３つ目としては，研修の内容である．研修

の多くは，研修講師による一斉型の講義で，

その内容についても，教科指導や生徒指導な

ど画一化された内容となっている．特に，

「外縁」の業務とされている部活動指導に関

しては，研修の対象として扱われていない．

　以上のように，既存の教員研修制度には多

くの課題が存在している．それらを解消し教

育現場のニーズに応じた望ましい校内研修制

度について，次章で提案することとする．

５．塔南教師塾の取り組み

　ここでは，筆者らが取り組んでいる塔南教

師塾の概要と成果について説明するととも

に，具体的な研修システムの展開について提

案する．

　塔南教師塾は，2011年（平成23）年から教

師力の向上と教師間のコミュニケーション醸

成の場として開始した．モデルとしたのは株

式会社原田教育研究所（代表　原田隆史）（注

１）が主宰している教師塾である．原田は，

荒れた中学校を立て直す過程で，同じ価値観

を持った教員，すなわち同志を作ることが学

校改革を行う上で，最も重要であるとのこと

から教師塾を開講した．

　現在では12年間で述べ数千人の卒塾生を輩

出し，大阪のみならず，京都，東京，札幌，

高知，奈良などで開校されている．筆者は，

2008年と2015年に合計12回の研修に参加し，

その内容と効果について確認した．この塾

は，京都市や東京都などが主催する「教師

塾」や「教師養成塾」とは異なり，現職教員

が自身の教育理念をもとに，原田が提唱す

る，①態度教育②価値観教育③職能教育の３

つの指導指針を基盤に，実践による成果を上

げることを最大の目的としている．

　2011（平成23）年から，筆者が勤務してい

た塔南高校で有志を募って塔南教師塾を開催

するようになった．参加者は塔南の教員を中

心に，研修の機会が少ない「常勤講師・非常

勤講師」の参加も促した．現在では，他校教

員，教育委員会関係者，大学院生や研究者，

教育関連企業など毎回20名程度が参加してい

る．概ね月に１回の開催で時間は勤務時間外

びわこ成蹊スポーツ大学研究紀要　第14号22



の午後６時30分から８時までである．

　研修項目は，表１に示したように，教育理

念の作成，生徒指導，教科指導，部活指導な

ど，様々な分野について研修を実施している．

表１　2015年度塔南教師塾研修内容

４月から８月（前期）
研修内容 

９月から３月（後期）
研修内容

第１回
教育課題の理解
自己紹介プレゼン教育
理念の作成

第２回
教師としての心構え
自己理解（エゴグラム）

第３回
プロ教師としての行動
指針作成
オープンウインドウ64
作成

第４回
目標達成方法
長期目標設定用紙作成

第１回
教科指導力向上
授業研究・評価規準作
成

第２回
生徒指導力向上
生徒指導・保護者対応

第３回
部活指導力向上
部活指導の「目的」と

「目標」について

第４回
研究成果の発表
意見交流会

 筆者作成

　研修会では，毎回若手教員による実践発表

と情報交流会を開催し，話しやすい雰囲気を

醸成している．この点については，塔南教師

塾に参加した美作健悟（山口県教員）が，「受

講生の主体性が発揮され，強いまとまり・一

体感がある取り組みである」と高く評価して

いる（美作2015）．

　また，教員採用試験前には，受験を予定し

ている常勤・非常勤講師を対象とした面接練

習や小論文指導，実技講習なども実施してい

る．

　次に現在の塔南教師塾の成果について次の

３点にまとめることとする．

　１つ目は，生徒指導の効果が表れたことで

ある．開始当初から研修会の主なメンバーが

生徒指導担当教員だったため，自然と生徒指

導理念の統一が図られた．さらにチームワー

クが生まれたことにより，生徒指導において

効果が表れた．具体的には，生徒指導件数や

毎日の遅刻件数の減少，さらに頭髪や服装な

どの軽微な違反も減少した．この成果につい

ては，株式会社リクルートホールディングス

（2013）などの教育関連雑誌などに学校改革

の事例として掲載された．

　２つ目は，常勤講師・非常勤講師といった

法定研修では対象とならない職種に研修の場

を設定したことである．また，これまでの６

年間で，採用試験合格者を10名以上輩出でき

たことも教師塾の成果として評価できる．特

に保健体育科教員の採用については，京都市

の採用において2013件から３年連続で教師塾

の参加者が合格している．

　３つ目は，教育課程外の「部活動指導」に

ついて，研修の機会を持つことができたこと

である．2015年には，京都滋賀体育学会の研

究集会助成を受けることができた．その助成

をもとに「運動部活動研究集会」として，塔

南高校教諭で，夏の全国高等学校野球選手権

大会に監督として準優勝という経験をもつ奥

本保昭氏に，「将来の生き方につながる部活

動指導」と題した基調講演を依頼した．講演

後に，参加者とともに部活動指導についての

「目的」や「目標」について活発な議論を行っ

た．このような取り組みの成果として，塔南

高校では年々部活動の加入者が増加し，部活

動の活性化につながっている．

　このような成果を上げた校内研修システム

を他校でも機能させることを提案したい．

　この取組が他校でも展開されることになれ

ば，新規採用教員や常勤・非常勤講師などの

若手教員は，各自の教育理念を基盤として，

職務上において直面する教育課題に対して自

信を持って，前向きに取り組むことができ

る．中堅教員は，教師塾のグループ活動や若

手教員と問題意識を共有することによって，

リーダーとしての自覚が芽生え，将来管理職

や教育行政職員としての，活躍が期待される

のである．
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６．まとめ

　本論では，教師力向上の具体的な校内研修

システムについて，教師の業務や現行の教員

研修制度の実態をもとに，筆者自らが関わっ

た「教師塾」を事例に検討した．

　その成果として，「生徒指導力の向上」「若

手教員の総合的な指導力の向上」「部活動指

導力の向上」の３点について，教師力向上に

資することが明らかとなった．また，これら

の取り組みの成果が評価され2015年度から

は，京都市教育委員会「若手・中堅教員実践

道場事業」（注２）の研究助成を受けることと

なった．本論での事例は，あくまでも塔南高

校「教師塾」という１校での事例であり，他

校への応用については，さらに検討すること

が必要であろう．

　しかし，本事例の示す成果については，校

内の自主的な研修が一定の成果をあげうるこ

との証拠として評価できよう．

　次期学習指導要領の改定では「アクティ

ブ・ラーニング」や，総合的な学習の時間を

発展させた「総合的な探究の時間」の導入が

予定されている．また，部活動の指導では

「部活動指導員（仮称）」の活用なども検討さ

れている．これらの教育課題についても，国

や教育委員会の研修に頼るだけでなく，「教

師塾」などの活動を通じて，教師自らが主体

的に研修を行うことが必要となると考えられ

る．

　最後に，今後の課題として次の２点につい

て指摘したい．１点目は更なる研修内容の充

実である．近年の急速な社会情勢の変化や，

教育政策の動向については，教師だけで研修

を行うことが難しい，よって，この点につい

ては大学の研究者や民間の教育関連企業との

連携が必要となろう．特に大学との連携につ

いては，教育委員会を通じて包括協定や連携

協定を結び，研修内容を充実させる必要があ

る．２点目は，研修成果の発表についてであ

る．「塔南教師塾」では毎回各教員から，授業

方法や学級経営，部活指導についての実践報

告がなされている．その成果を何らかの方法

で発表する必要がある．その方法について

は，研究授業や研究発表大会の実施，研究紀

要を発刊することを検討する必要があろう．

　現在，筆者が大学に異動したため，若手教

員を中心に「塔南教師塾」の運営を継続して

いる．今後は，可能な限り指導・助言などの

協力を継続していきたいと考えている．

注
（注１）　原田隆史氏は，元大阪市立中学校の保

健体育科教諭である．教員を退職後は天理大

学専任講師，埼玉県教育委員などを歴任し，現

在は株式会社原田教育研究所の代表取締役と

して，教育活動に取り組んでいる．

（注２）　京都市教育委員会「若手・中堅教員実践

道場事業」とは，学校組織の中核となるミドル

リーダー教員養成と若手教員の指導力向上を

目的として導入された事業である．
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